
議案第９０号 

関市屋外スポーツ施設条例の一部改正について 

関市屋外スポーツ施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

令和４年１２月２日提出 

            関市長 尾 関 健 治     

提案理由 

 関市中之保テニスコートの使用時間を変更し、及び関市中之保児童プールを廃

止するため、この条例を定めようとする。 



関市屋外スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

関市屋外スポーツ施設条例（平成１７年関市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

第６条第１項ただし書を削る。 

第１１条第３項を削る。 

別表第１関市中之保児童プールの項を削る。 

別表第２中 

「 

関市中之保テニスコート  

関市中之保児童プール １ ７月１日から８月３１日までの日のう

ちの月曜日から金曜日までの日（休日で

ある場合を除く。） 

２ ９月１日から翌年の６月３０日までの

日 

関市下之保グラウンド １２月２９日から翌年１月３日までの日 

                                  」 

「 

関市中之保テニスコート  

関市下之保グラウンド  

                                  」 

改める。 

別表第３中 

「 

関市中之保テニスコート  

関市中之保児童プール 午後１時から午後４時まで 

                                  」 

を 

に

を 



「 

関市中之保テニスコート 午前８時３０分から午後５時まで 

                                  」 

改める。 

別表第４の３ テニスコートの表関市中之保テニスコートの項中 

「                 「 

１，６００ ４００ ４００ を １，６００ ― ― に

               」                 」 

改め、同表備考２中「夜間照明施設」の次に「（関市中之保テニスコートを除

く。）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

に 


